
岡崎市監査委員公告第１６号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成２０年１１月２８日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 今 泉 孝 一 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       永 田   寛 

                  同       内 藤   誠 

 

 



措置の通知書（消防本部） 

平成２０年３月２８日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第６号関係分          平成２０年５月２６日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

東消防署本署空調設備保守点検

業務委託契約等において、契約書

に規定された第三者に再委託する

場合の書面による手続きがなされ

ていなかったため、今後は適正に

処理されたい。 

 

 

外郭団体の事務処理において、

預金通帳と印鑑を同一人物が保管

管理をしているなどの不備が見受

けられたので、昭和 45 年４月 16

日付け庶第 783 号助役依命通達に

よる「外郭団体の取扱事務につい

て」に記載されている事項に留意

し、適切な処理をされたい。 

 

 

 東消防署本署空調設備保守点検業務委託契約

等において、契約書に規定された第三者に再委託

する場合の書面による手続きは、平成 20 年度よ

り実施した。 

 

 

 

 

 外郭団体の出納事務について、預金通帳は担当

する班長が保管し、届出印は担当する課長が保管

することとした。また、助役依命通達（昭和 45

年４月 16 日付け庶第 783 号）に基づき適正な行

政運営に資するため、関係書類を提出した。 

 

 



岡崎市監査委員公告第６号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成２１年６月２５日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       永 田   寛 

                  同       内 藤   誠 

 

 



措置の通知書（市民文化部 市民課） 

平成２０年 ９月１１日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１３号関係分        平成２０年１１月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

市民課の分任出納員の管理する

釣銭を当直業務受託業者に預けて

いたため、法令、市規則に準拠し

適正に処理されたい。 

 

 

 

当直業務受託業者が収受した手

数料等について、市民課の事務処

理と同業務の委託契約書と整合性

がないため、関係課と協議し適正

な処理をされたい。  

 

 

 

市民課窓口案内等業務におい

て、単価契約にもかかわらず、総

額で入札し、契約書に単価と総額

も併記されていたため、今後は適

正な契約手続きをされたい。また、

契約の相手方が契約書の履行条件

を満たしていない部分が見受けら

れたため、適正に対処されたい。 

 

 

 平成 21 年度から、当直事務受託業者が釣銭を

準備、運用することとした。 

 

 

 

 

  

平成 21 年度から、業者が受託した手数料に関し

ては、業者が直接金融機関に納入することとし

た。 

 

 

 

  

 

平成 21年度の市民課窓口案内等業務の単価契

約においては単価により入札を行った。なお、

平成20年度の業務のうち一部欠員が生じた日が

あったが、業者が速やかに対応した。また、単

価に実労働時間を乗じて得た額で支払いを行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書（市民文化部 文化国際課） 

平成２０年 ９月１１日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１３号関係分        平成２０年１１月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

家康館等において、民間の業者

に図録等の販売業務を行わせてい

るが、販売及び公金収納委託事務

の手続きをしていないため、今後

は法令等に準拠した対応をされた

い。  

 

 

平成 21 年 4月 1日に岡崎市予算決算及び会計

規則が改正施行され、第 47 条第１項第 27 号の

規定により図録等売払代金の収納事務を私人に

委託できるようになったことを受け、同日、平

成21年度の図録等売払代金の収納事務委託契約

の締結を行い、法令等に準拠した事務が行える

よう改めた。 

また、地方自治法施行令第 158 条第 2 項の規

定に基づき、告示を行った。 

 



措置の通知書（市民文化部 地域文化広場） 

平成２０年 ９月１１日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１３号関係分        平成２０年１１月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

空調設備等保守点検委託契約に

おいて、契約書に規定された第三

者に再委託する場合の書面による

手続きがなされていなかったた

め、今後は適正に処理されたい。 

 

 

平成２１年度の契約においては、第三者に再

委託する場合の書面による手続きを行い、承諾

通知の交付を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書（環境部 自然共生課） 

平成２０年１０月３０日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１８号関係分        平成２０年１２月２５日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

岡崎市千万町茅葺屋敷指定管理業

務における協定及び手続きにおい

て、次の不備が見受けられたので条

例・規則等に準拠して適正な処理を

されたい。 

（４）利用者にシーツ代、ごみ処

分代を請求しているが、当該費用は

業務基準書及び業務要求水準書に明

記されている管理業務において発生

する費用であり、本来指定管理料に

含まれるべきものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)平成 21 年度から、シーツの追加代、ごみ処

分代は、請求しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡崎市監査委員公告第１０号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成２１年１０月２９日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       永 田   寛 

                  同       内 藤   誠 

 

 



措置の通知書（消防本部 予防課） 

平成２１年１月２３日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第３号関係分          平成２１年４月３０日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

岡崎市物品管理規則に規定され

た手続きを経ることなく、市の備

品である小型動力ポンプ等を各ク

ラブへ無償貸付けしているものが

散見されたので、同規則に準拠し

て適正に対処されたい。また、当

該備品の修繕費が補助金から支出

されている等、補助対象にそぐわ

ないものが見受けられたので、使

途基準を明確にし、今後は適正な

処理をされたい。 

 

 

 

各クラブへの物品の無償貸付けについては、備

品及び消耗品について貸付簿を作成し、管理体制

を整備した。 

また、貸付簿を作成したことで、チェック体制

も整い、貸付物品への修繕費等を補助金から支出

することが無いようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡崎市監査委員公告第１３号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成２１年１１月３０日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       中 根 勝 美 

                  同       小 野 政 明 

 

 



措置の通知書（土木建設部 技術管理課） 

平成２１年 １月２３日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１号関係分         平成２１年 ４月３０日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

工事積算システム拡張機器賃借

の長期継続契約において、歳出予

算の減額又は削減があった場合、

市は契約を解除し、残りの賃借料

を相手方に支払うという将来の義

務費が発生して債務負担行為が必

要になると思料される条項が見受

けられたため、今後は契約内容に

ついて検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

平成２１年６月３０日で長期継続契約が終了し 

たため、再リース契約を締結した際に契約内容

を見直し、変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



措置の通知書（土木建設部 土木用地課） 

平成２１年 １月２３日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１号関係分         平成２１年 ４月３０日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

市の用地取得に必要な証明書の

無料交付依頼書について、年度当

初に様式のみ決裁がとられ、その

後、個々の相手方への同依頼書の

交付については、決裁の手続きは

されていなかったため、適正に対

処されたい。 

 

  

個々の相手方へ無料交付依頼書を交付する度

に決裁の手続きを行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書（土木建設部 公園緑地課） 

平成２１年 １月２３日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１号関係分         平成２１年 ４月３０日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

 

中央総合公園駐車場の行政財産

目的外使用許可の決裁において、

使用料減免の場合に、公有財産管

理規則第 26 条に規定された、適用

法令等の記載がないものが見受け

られたので、今後は適正な処理を

されたい。 

 

 

岡崎城址公園史跡整備発掘調査

業務において、教育委員会社会教

育課が契約書に市長印の押印なし

で業務を委託していた。また予算

課である公園緑地課もそのまま支

払いをしていたため、今後は適正

に処理されたい。 

 

 

公園・水路用地として使用する

ための土地について、地上権が設

定されているものが見受けられた

が、公有財産の物権（地上権）と

して手続きがされてなかったた

め、公有財産管理規則に準拠して

適正な処理をされたい。 

 

 

機器賃貸借契約において、相手

方は機器の保守・点検等をメーカ

ー等に委託することができる旨規

定しているが、具体的なメーカー

等の表示がなかった。これは、契

約の相手方でない第三者への再委

託に相当するものと思われるた

め、今後はその協議、承諾につい

て適正に処理されたい。 

 

 本年度から行政財産目的外使用許可の決裁に

おいて、使用料減免の場合は適用規定である「岡

崎市行政財産目的外使用料条例第６条の規定に

より減免」と記載している。 

 

 

 

 

 

当該契約書については、相手方契約書の市長

印の押印を確認するとともに当方の契約書につ

いても適正な処理を行った。今後は再発防止の

ため再確認を行い、適正に処理することとした。

 

 

 

 

 

 本年度の公有財産現在高報告書において、地

上権分についても、公有財産管理規則に準拠し

た適正な処理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 本年度、保守・点検は含まれない賃貸借契約

を締結し、保守・点検については必要時に個別

に契約するようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




